
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
二
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
三
件

二
二
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

二
二
一

公

告

○
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
宅
地
建
物
取

引
業
法
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
件

二
二
一

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
二
二

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
し
た
件

二
二
三

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
選
挙
を
行
っ
た
件

二
二
四

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
職
務
代
理
者
を
指
定
し
た
件

二
二
四

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件

二
二
四

正

誤

○
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
付
け
定
例
第
二
千
八
百
六
十
二
号
中

二
二
四

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
四

月
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
塩
川

福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
曽
谷
田
二
十
七
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
和

田
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

同

年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

会
津
若
松
市
役
所
及
び
湯
川
村
役
場

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
駒
形
第

三
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
───────────────────────────────────────────────────────────
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す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

同

年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所
及
び
湯
川
村
役
場

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
田

高
原
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

同

年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

堀
之
内
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成

型
）
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

同

年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

郡
山
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

公

告

公
告
第
八
十
七
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建

物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と

き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

商
号

Ｍ
３
建
設
有
限
会
社
（
旧
商
号

有
限
会
社
工
匠
ハ
ウ
ス
）

二

代
表
者
の
氏
名

橋
本

雅
人

三

免
許
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

四

免
許
証
番
号

福
島
県
知
事
（
三
）
第
二
五
九
七
号

（
建
築
指
導
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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公 告 第 ８ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。） 第 1 2条 及び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 29年 ４ 月 14日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
コ ピ ー 用 紙 Ａ ４ （ 2 , 5 0 0枚 入 ） 予 定 数 量 31 , 0 00箱

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 ３ 月 23日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 小 名 浜 包 装 資 材 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 林 城 字 榎 町 ８ 番 １

５ 落 札 金 額
１ 箱 当 た り 1 , 0 6 8円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 ２ 月 10日

（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
公
安
委
員
会

───────────────────────────────────────────────────────────
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ １ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り、指 定 講 習 機 関

と し て 次 の と お り 指 定 し た 。
平 成 29年 ４ 月 14日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に そ の 者 が
特 定 講 習 の 業 務 を 行 う 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 住 所 代表者の氏名 事務所の名称 事 務 所 の 所 在 地

株 式 会 社 須 賀 岩 瀬 郡 鏡 石 町 蒲 之 笹 川 信 也 須 賀 川 ド ラ イ 岩 瀬 郡 鏡 石 町 蒲 之
川 ド ラ イ ビ ン 沢 町 382番 地 ビ ン グ ス ク ー 沢 町 382番 地
グ ス ク ー ル ル

株 式 会 社 石 川 石 川 郡 石 川 町 字 屋 矢 内 清 史 石 川 自 動 車 教 石 川 郡 石 川 町 字 屋
自 動 車 教 習 所 敷ノ入 72番 地 習 所 敷 ノ 入 72番 地

株 式 会 社 棚 倉 東 白 川 郡 棚 倉 町 大 熊 田 雅 光 棚 倉 自 動 車 教 東 白 川 郡 棚 倉 町 大
自 動 車 学 校 字棚倉字日向前 220 習 所 字棚倉字日向前 220

番 地 の １ 番 地 の １

株 式 会 社 県 南 白 河 市 東 釜 子 字 古 穂 積 功 県 南 自 動 車 学 白 河 市 東 釜 子 字 古
自 動 車 学 校 峯 内 98番 地 校 峯 内 98番 地

株 式 会 社 田 村 田 村 市 船 引 町 船 引 石 橋 英 雄 田 村 自 動 車 教 田 村 市 船 引 町 船 引
自 動 車 教 習 所 字山ノ内149番地の１ 習 所 字山ノ内149番地の１

株 式 会 社 南 部 須 賀 川 市 西 川 字 池 深 谷 幸 弘 南 部 自 動 車 学 須 賀 川 市 西 川 字 池
自 動 車 学 校 ノ 上 51番 地 ５ 校 ノ 上 51番 地 ５

株 式 会 社 南 湖 白 河 市 白 坂 一 里 段 小 桜 恵 南 湖 自 動 車 学 白 河 市 白 坂 一 里 段
自 動 車 学 校 ６ 番 地 236 校 ６ 番 地 236

第 一 総 合 ホ ー 喜 多 方 市 字 大 谷 地 五 十 嵐 雄 喜 多 方 ド ラ イ 喜 多 方 市 字 大 谷 地
ル デ ィ ン グ ス 8014番地２ 一 ビ ン グ ス ク ー 8014番地２
株 式 会 社 ル

株 式 会 社 平 和 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 杉 原 稔 会 津 平 和 自 動 河 沼 郡 会 津 坂 下 町
綜 合 企 業 大 字 福 原 字 長 泥 ８ 車 学 校 大 字 福 原 字 長 泥 ８

番 地 番 地

黒 井 産 業 株 式 山 形 県 山 形 市 宮 町 髙 橋 博 剛 扇 町 自 動 車 学 会 津 若 松 市 一 箕 町
会 社 二 丁 目 11番 ９ 号 校 大 字 亀 賀 字 北 柳 原

16番地

２ 特 定 講 習 の 種 別
準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 初 心 運 転 者 講 習

３ 指 定 年 月 日
平 成 29年 ３ 月 13日

（ 運 転 免 許 課 ）
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